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地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに        
明石市商業振興基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 3 月 明石市 

明石市商業振興基本計画は、商業振興による地域活性化をめざして、今後 10 年間に

わたり、商業の振興に取り組んでいくための計画です。よって商業振興には、商業者の

自主的な取組と市民の理解と協力が不可欠です。明石市、商業者及び市民の協働により、

この計画を推進していきます。 

また、計画を着実に進めるため、年度ごと、そして、全期間を通して、ＰＤＣＡによ

る進行管理を行います。さらに、商業環境は社会経済の状況に応じて大きく変化するこ

とから、中間年に見直しを行うなどして、発生する事態や課題に対応していきます。 

明石市明石市明石市明石市    産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部    商工労政課商工労政課商工労政課商工労政課  〒673-8686 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号 

 Tel  078-918-5098   Fax  078-918-5126   E-mail  shoukou@city.akashi.lg.jp 

お問い合わせ 

*条例での表現区分 充実・展開を期待する事業（例） 

地域のにぎわいづくり ・商店街イベントの開催 ・地域催事の主催、共催 ・街路装飾の実施 

地域の交流促進 ・自治会活動への協力 ・空き店舗を活用した子育てや高齢者支援拠点の設置 

地域文化の振興 
・音楽によるまちづくり ・伝統的祭事の承継  

・伝統文化に親しむ機会づくり 

安全に安心して暮らせる 

地域づくり 
・街路灯の設置、点灯 ・防災活動の実施 ・防犯活動の実施 

青少年の健全育成 
・子ども１１０番への登録 ・「トライやる・ウィーク」の受入れ 

・あいさつ運動の実施 ・食育の推進 

環境に配慮した取組 
・街路灯のＬＥＤライトへの交換 ・省エネ活動 

・リサイクル活動 ・マイバッグ運動 ・清掃活動 ・緑化の推進 

その他市長が 

地域貢献に資すると 

認める事業 

・明石ブランドづくり ・地産地消の促進 

・高齢者等への宅配サービス ・買物バスの運行 ・施設のバリアフリー化 

・迷惑駐輪、違法駐車対策 ・まちづくり協定や商店街協定の締結 

 *明石市商業振興による地域活性化に関する条例(平成 22 年 6 月) 

地域貢献事業の実施例 

推進体制
 PPPPlan 

AAAAction 

CCCCheck 

ＤＤＤＤo 

優先度を整理、

実行計画を決定 

成果を検証、 

進捗状況把握 

検証結果を元に 

計画内容を見直す 
事業実施 

 

進行管理（ＰＤＣＡ） 

 

商業振興商業振興商業振興商業振興

基本計画基本計画基本計画基本計画    

明 石市 市 民 

 商 業 者 

商工会議所 

 

近年、全国各地で身近なお店や商店街がなくなり、買物に困っているお年寄り

や子育て中のお母さんが増えています。明石でも小さなお店が減少するととも

に、少子高齢化が進んでいます。今や商業振興は、商業者だけの問題ではなく、

市民にとっても大きなテーマになりつつあります。 

明石市では、商業者が力を合わせ、お店や商店街を繁盛させ、さらに市民と協

働し、住みよいまちを創りあげていくための基本計画を策定しました。この計

画は、「商業の振興」によりお店や商店街の魅力が向上し、商業者による｢地域

貢献」で地域との繋がりが密接になる。これによって、地域のお店を大切にし

ようと考える市民が増えていき、お店や商店街がにぎわい続ける。こんな姿を

めざしています。 



～～～～    商業者商業者商業者商業者によるによるによるによる地域貢献事業地域貢献事業地域貢献事業地域貢献事業のののの展開展開展開展開    ～～～～ 

基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 活力ある商業者、個性かがやく店舗、にぎわいある商店街の存立 

2. 大型店・商店街の共同・連携による、特徴ある商業地の形成 

3. 商業者と住民の協働による、生活環境の向上及び多様な買物手段の確保 

4. 商業地の魅力向上による、買物の流出防止及び事業機会の増加 

5. 商業施設の質・量のバランス保持による持続的発展 

基本目標 

元気な商業者がいる。個性が光る商店がある。商業者が共同して取り組んでいる。

商業振興には、このような姿が必要です。 

安心して生活できるよう、商業者と住民が協働し、まちづくりに取り組んでいる。 

地域の活性化には、このような姿が必要です。 

商業者は地域貢献を行い、住民は地域の商業を守り育てる。 

明石の商業が、持続的に発展できる商業環境を創りだします。 

地域貢献事業の分類 

この計画では、特に商業者の地域貢献を重視しています。 

商業者は、地域住民の生活に欠かせない商品やサービスを提供しており、その活動自体

が地域社会への貢献と言えますが、ここで言う地域貢献の展開とは、さらに下記のような

社会活動の実施を意味しています。 

これらの地域貢献事業を通じて商業者と住民が交流を深めることで、住民は身近なお店

の存在を大切に感じ、また、商業者はコミュニケーションを通して住民の隠れたニーズに

気付いたりして、商店街には新しいお店が増えていく。両者の間には、売り手と買い手と

いう関係だけではない、より親密で良好な関係が築かれていく。 

明石市は、このような関係の構築をめざして、商業者による地域貢献事業に対し誘導と

支援を行います。そして、市民には、商業者が行う地域貢献事業への協力と協働を期待し

ます。 

 

目的 地域自治、地域振興への寄与 生活環境の向上 買物環境の改善 

対象者 地域住民 市民 高齢者・子育て世代，障害者 

テーマ 

にぎわいづくり 人的交流の促進 

文化振興・観光振興 

防災・防犯の推進 青少年の健全育成 

環境への配慮 

景観への配慮 

買物難民の発生防止 

ユニバーサルデザイン 

・バリアフリーの導入 

 

 

基本理念 基本理念 

施策の方向・基本施策 

基本目標を達成するため、明石市では各種の施策を展開していきます。 

1.個店の魅力の向上

2.同業種・他業種との交流の促進

3.地域経済団体の活用促進

4.若手商業者の育成

5.創業者の育成、新規出店者の誘導

1.商店街活性化計画の策定・実行

2.商店街活性化計画の策定・実行の支援

3.商店街情報の発信

4.他の商店会との交流・共同の促進

5.大型店との共同・連携の促進

1.地域貢献事業実施の誘導

2.地域貢献事業の実施

3.地域貢献事業実施の支援

4.地域住民に対する情報発信の強化

1.地域住民との協働の促進

2.商店会、大型店の連携の促進

1.商業実態の把握

2.商業環境整備策の立案
1.買物不便改善地域への集中支援

2.買物利便向上地域への集中支援

  1. 活力ある商業者、
     個性かがやく店舗、
     にぎわいある商店街の存立

（魅力向上へ） 潜在力の強化 　　基準期間：短期課題解決への
道　筋

Ⅰ 活力ある
     商業者の育成

Ⅱ 地域特性に応じた
　 商店街づくり

Ⅲ 商業者による
　 地域活性化

Ⅴ 重点地域への
   集中支援

Ⅳ 協働・連携に
　   よるまちづくり

Ⅵ 持続可能な
     商業環境づくり

　（地域密着へ）　存立基盤の確立　　基準期間：中期 （持続可能な商業環境へ）持続・発展 　　基準期間：長期

 5. 商業施設の質・量の
    バランス保持による
    持続的発展

  4. 商業地の魅力向上による、
   　買物の流出防止及び
　　 事業機会の増加

  2. 大型店・商店街の
　　 共同・連携による、
     特徴ある商業地の形成

 
  3. 商業者と住民の協働による、
     生活環境の向上及び
　   多様な買物手段の確保

基本施策

基本目標

施策の
基本方向

基本目標


